
クイズ「雨に強いまちづくり」！！ 

 

河川改修や調整池の整備を進めることはもちろんのこと、

雨水を地中に浸透させたり、一時的に貯留して徐々に流す

ことにより、少しでも自然の循環システムに近づけ、下水

道や河川に流出する雨水をできるだけ抑制することが必要

です。 

 市街化が進む前は、降った

雨の多くが地中へ浸透し、そ

の後、木の葉や地表面から蒸

発したり、長い時間をかけて

川や泉に湧き出たりしていた

ため、地表から川に流れ込む

表面流出量は抑えられていま

した。 

 

市街化が進むと、屋根や舗

装など、雨が浸透しにくい場

所が増え、短時間に地表から

川に流れ込む表面流出量が増

加し、水害が発生しやすくな

ります。また、地中に浸透す

る水の量が減るため、晴れた

日が続くと川の流量が減った

り、湧き水がかれたりするこ

とが多くなります。 

  

雨水貯留浸透施設による対

策を進めると、降雨時の表面

流出量を抑制し水害を防止す

ることができます。 

地中に浸透する水の量が増

えるため、晴れた日が続いて

も川の流量が減ったり湧き水

がかれたりすることが少なく

なります。 
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貯留施設

校庭貯留（表面）

空隙貯留（砕石等）

各戸貯留

公園貯留（表面）

地下貯留

駐車場貯留

多目的貯留

屋上貯留

棟間貯留

多自然型調整池

調整池
  透水性インターロッキング

ブロック舗装

透水性舗装（生活道路）

浸透側溝

雨水浸透ます

緑地・裸地の確保 透水性舗装
（歩道）

道路浸透ます

浸透トレンチ

透水性
平板舗装

浸透施設

雨水貯留浸透施設

遊 水 地

各戸貯留施設（地下貯留槽、雨水利用施設等）

防 災 調 整 池

流域貯留施設（公園貯留、校庭貯留、駐車場貯留、集合住宅棟間貯留等）

�

浸透トレンチ、浸透側溝

透水性のアスファルト舗装、インターロッキングブロック舗装、平板舗装
（歩道、駐車場、生活道路等）

雨 水 浸 透 ま す

空隙貯留浸透施設

雨 水 貯 留 施 設

雨 水 浸 透 施 設
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固定資産税の特例措置

　　　平成16年度より、特定都市河川浸水被害対策法に基づく対策工事として雨水貯留浸透施設の整備を行う場

　　合における固定資産税の特例措置が設けられました。

　　○対象地域：特定都市河川流域

　　○要　　件：特定都市河川浸水被害対策法に基づく対策工事として設置される雨水貯留浸透施設及び法に基

　　　　　　　　づき指定された保全調整池

　　○特例内容：対策工事として設置される雨水貯留浸透施設の償却資産部分について固定資産税の課税標準が

　　　　　　　　1/2に軽減されます。

　　　　　　　　また、対策工事として設置される雨水貯留浸透施設及び法に基づき指定された保全調整池に供

　　　　　　　　する土地は、特定都市河川浸水被害対策法の趣旨を踏まえ、適正な固定資産評価を行うよう国

　　　　　　　　から自治体へ周知されています。

特別償却の適用：10％または14％（雨水の再利用に限る）

　　　この税制は、船舶や航空機等の特定設備等に対して特別割増償却を認めるものでしたが、事務所ビル等にお

　　ける雨水・排水をトイレ洗浄水等の雑用水として有効利用することを図るため、雑用水利用を行うための施設

　　（排水処理施設および雨水貯留槽）も平成７年度に追加されました。

　　○対象地域：全国

　　○要　　件：雑用水利用を行うための施設を設置すること

　　○特例内容：排水処理施設については14％の特別償却、排水処理施設と同時に設置される雨水貯留槽に

　　　　　　　　ついては10％の特別償却が可能（所得税・法人税）

雨水貯留浸透施設整備促進税制
【地方税法附則第15条第25項】

雨水・排水利用施設整備促進税制（特別償却の適用）
【租税特別措置法第11条の2、第43条】

雨水貯留浸透施設
ってなに？

　雨水貯留浸透施設は、雨水を一時的に貯めたり地下に浸透させたりして、河川へ
の雨水流出量を抑制するものです。
　雨水貯留施設には、公園や駐車場などの地表面に貯留するタイプと、建物の地下
に貯留するタイプがあります。貯留した雨水をポンプで汲み上げて散水等の雑用水
として利用することも出来ます。
　雨水浸透施設には、浸透ますや浸透トレンチ、透水性の舗装などの種類があり、
水害を防止すると共に地下水の涵養にも効果があります。
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エコビル整備事業融資

http://www.dbj.go.jp/japanese/loan/index.html
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雨水貯留槽 雨水再利用施設

事務室

事務室

緑化施設
断熱性能
の向上

日本政策投資銀行による低利融資：総事業費の40%以内

　　以下（1）～（4）のいずれかの要件を満たす環境に配慮した建築物

　（延床面積2,000m2以上）を整備する場合には、日本政策投資銀行の

　低利融資が受けられます。

　　　　（1）外壁の断熱性の向上など省エネルギー性能を確保するための建

　　　　　　  築計画・設計により、エネルギーの使用の合理化に関する法律

　　　　　　  に基づく省エネルギー基準を20%以上上回っていること。

　　　　（2）30%以上の節水効果を有する雨水・排水再利用施設や節水型器

　　　　　　  具、100m3以上の雨水貯留施設の設置により、水資源の有効

　　　　　　  利用、雨水の流出抑制が図られていること。

　　　　（3）敷地面積に対する緑化面積が20%以上で、かつ500m2以上の

　　　　　　  緑化施設を備えること。（都市緑化法の緑地地域で緑化が義務

　　　　　　  付けられた建築物では義務面積以上の緑化を行うこと）

　　　　（4）設備機器の保守・更新が容易なスペースを確保し、30N/mm2

　　　　　　  以上の高強度コンクリートを採用し建築物の長寿命化が図られ

　　　　　　  ていること。

　○対象地域：全国

　○融資金額：総事業費（土地取得費、工事費及び設計費等）の40%以内

　○金　　利：政策金利Ⅰを適用（償却期間・事業内容等によって変わります）。


